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○那須塩原市私道寄附受入要綱 

平成28年７月29日告示第158号 

那須塩原市私道寄附受入要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、道路の適正な管理を図るため、道路法（昭和27年法律第180号）第３条第４号

及び那須塩原市法定外公共物管理条例（平成17年那須塩原市条例第214号）第２条第１項第１号に

規定する道路以外の市内の道路（以下「私道」という。）の寄附の受入れに関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（受入要件） 

第２条 市が寄附として受け入れることができる私道は、次の各号のいずれにも該当するものでな

ければならない。 

(１) 私道の起点又は終点が国道、県道又は那須塩原市が管理する道路のいずれかに接続してい

ること。 

(２) 私道の所有者全員が寄附申出に同意していること。 

(３) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第３号又は第５号に規定する道路である

こと。 

(４) 私道として分筆され、境界を境界標により明確に確認することができ、かつ、用地内に構

築物、工作物、樹木等の障害物が存しないこと。 

(５) 埋設物が存する道路用地にあっては、その埋設物が市の占用等の許可を受けられるもので

あること。 

(６) 質権、抵当権、先取特権、買戻権その他の権利が設定されていないこと。 

(７) 幅員が４メートル以上であること。 

(８) 雨水等を有効に排除するために必要な側溝、集水桝(ます)その他の適正な排水施設が設け

られ、流末処理がなされていること。 

(９) 道路の平面交差部分及び屈曲部分に、適当な隅切りが設けられていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、私道の寄附を受け入れることがで

きる。 

（事前協議） 

第３条 寄附を申し出る者（以下「寄附申出者」という。）は、私道寄附事前協議書（様式第１号）

に次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。 
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(１) 位置図 

(２) 仮実測図（土地家屋調査士又は測量士が作成したものに限る。） 

(３) 公図の写し 

(４) 地積測量図 

(５) 登記全部事項証明書 

(６) その他市長が必要と認める書類 

（現地調査） 

第４条 市長は、前条に規定する事前協議の申出があったときは、現地調査を行い、寄附受入れの

可否を判断し、寄附を受け入れることとしたときは私道寄附受入条件書（様式第２号）により、

寄附を受け入れないこととしたときは私道受入不決定通知書（様式第３号）により、寄附申出者

に通知するものとする。 

（寄附申出） 

第５条 前条の規定に基づき寄附の受入れが認められた寄附申出者は、土地寄附申出書（様式第４

号）に次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 登記承諾書（様式第５号） 

(２) 実測図（土地家屋調査士又は測量士が作製したものに限る。） 

(３) 道路等境界承認書（様式第６号） 

(４) 印鑑登録証明書 

(５) 資格証明情報（寄附申出者が法人の場合に限る。） 

(６) 登記原因証明情報 

(７) 道路埋設物及び附属物届（様式第７号） 

(８) その他市長が必要と認める書類 

２ 寄附申出者は、寄附用地内に占用物件等（電柱、排水管その他の寄附用地内に設置されている

ものをいう。）が存在するときは、併せて道路占用許可申請等の必要な手続を行わなければなら

ない。 

（費用負担） 

第６条 寄附申出に要する費用については、寄附申出者の負担とする。 

（寄附受入通知） 

第７条 市長は、所有権移転登記完了後、速やかに寄附申出者に対し、寄附受入完了通知書（様式

第８号）により寄附を受け入れた旨を通知するものとする。 
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（寄附受入用地の維持管理） 

第８条 市長は、寄附により受け入れた道路について、原則として寄附受入時の状態で維持管理す

るものとする。 

（適用除外） 

第９条 この告示の施行の日前に、私道の寄附の相談があった箇所又は路線については、市長と協

議をしたことが書面等により明らかであるときは、この告示の規定は、適用しない。 

（その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成28年８月１日から施行する。 

様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 

 

様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第５条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第５条関係） 
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様式第８号（第７条関係） 

 


